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富山県告示第429号 

      道路の区域変更について 

 道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定に基づき道路の区域を次の 

とおり変更したので、同項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において10月12日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 

敷地の幅員 
メート ル      

延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
富山環状線 

富山市下堀字下大道割37
番３から 
 
富山市下堀字下大道割41
番１まで 

変更前  

 
最大  8.1 

 
最小   8.0 

 

57.6 

富山土木
センター 

変更後  

 
最大  13.5 

 
最小  13.4 

 

57.6 

  

毎週月.水.金曜日発

行 

平成30年10月12日 

金 曜 日 
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県道 
 
新湊庄川線 

砺波市庄川町庄字寛喜島
1209番２から 
 
砺波市上中野1674番まで 

変更前 Ａ 

 
最大  32.7 

 
最小   5.6 

 

304.7 

砺波土木
センター 

変更後 

Ａ 

 
最大  32.7 

 
最小   5.6 

 

304.7 

Ｂ 

 
最大 57.8 

 
最小 14.6 

 

258.0 

県道 
 
砺波小矢部線 

砺波市神島92番２から 
 
砺波市狐島1005番まで 

変更前  

 
最大  14.9 

 
最小   7.0 

 

587.3 

砺波土木
センター 

変更後  

 
最大  20.0 

 
最小  13.5 

 

587.3 

県道 
 
砺波庄川線 

砺波市上中野1013番から 
 
砺波市上中野1013番まで 

変更前  

 
最大  10.1 

 
最小   7.1 

 

39.0 

砺波土木
センター 

変更後  

 
最大  10.1 

 
最小   9.3 

 

12.9 

県道 
 
高岡庄川線 

砺波市上中野1013番から 
 
砺波市上中野76番地先ま
で 

変更前  

 
最大  15.5 

 
最小   7.1 

 

72.1 

砺波土木
センター 

変更後  

 
最大  34.6 

 
最小   8.3 

 

72.1 

国道 
 
156号 

南砺市利賀村栃原字下平 
 850番３から 
 
南砺市利賀村栃原字下山 
 104番５まで 

変更前  

 
最大  43.3 

 
最小  11.0 

 

205.6 

砺波土木
センター 

変更後  

 
最大  53.4 

 
最小  22.7 

 

205.6 
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国道 
 
471号 

南砺市利賀村栃原字下平 
 860番から 
 
南砺市利賀村長崎字川戸
17番２まで 

変更前 Ａ 

 
最大  32.0 

 
最小   9.7 

 

586.8 

砺波土木
センター 

変更後 Ｂ 

 
最大  52.0 

 
最小   9.7 

 

586.8 

 

 

富山県告示第430号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において10月12日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

国道 
 
156号 

南砺市利賀村栃原字下平 850番３から 
 
南砺市利賀村栃原字下山 104番５まで 

 
 

平成30年10月14日 
 
 

砺波土木
センター 

国道 
 
471号 

南砺市利賀村栃原字下平 860番から 
 
南砺市利賀村長崎字川戸17番２まで 

 
 

平成30年10月14日 
 
 

砺波土木
センター 

 

 

富山県告示第431号 

   介護医療院の開設許可について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第107条第１項の規定により、次のとおり 

介護医療院の開設を許可したので、同法第114条の７の規定により公示する。 



  4  平成 30年 10月 12日    富 山 県 報        第 4411号   

 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 16B0200012 

許可年月日 平成30年10月１日 

開 設 者 名称 医療法人社団紫蘭会 

事 業 所 
所在地 高岡市西藤平蔵 313番地 

名称 介護医療院光ヶ丘 

 

 

富山県告示第432号 

   介護医療院の開設許可について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第107条第１項の規定により、次のとおり

介護医療院の開設を許可したので、同法第114条の７の規定により公示する。 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業所番号 16B0700011 

許可年月日 平成30年10月１日 

開 設 者 名称 医療法人社団一志会 

事 業 所 
所在地 黒部市荻生821番地 

名称 池田リハビリテーション病院介護医療院 

 

 

富山県告示第433号 

   指定介護療養型医療施設の指定の辞退について 

 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第 130条の２第 

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正 

前の介護保険法（平成９年法律第 123号）第48条第１項第３号に規定する指定介護 

療養型医療施設から同法第 113条の規定により指定の辞退の届出があったので同法 
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第 115条第２号の規定により次のとおり公示する。 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

介護保険事業所番号 1610211995 

指定辞退年月日 平成30年９月30日 

開設者 
氏名又は名称 医療法人社団紫蘭会 

主たる事務所 
の所在地 

高岡市西藤平蔵 313番地 

施 設 
名称 医療法人光ヶ丘病院 

所在地 高岡市西藤平蔵 313番地 

 

 

富山県告示第434号 

   指定介護療養型医療施設の指定の辞退について 

 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第 130条の２第 

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正 

前の介護保険法（平成９年法律第 123号）第48条第１項第３号に規定する指定介護 

療養型医療施設から同法第 113条の規定により指定の辞退の届出があったので同法 

第 115条第２号の規定により次のとおり公示する。 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

介護保険事業所番号 1610710558 

指定辞退年月日 平成30年９月30日 

開設者 
氏名又は名称 医療法人社団一志会 

主たる事務所 
の所在地 

黒部市荻生 821番地 

施 設 
名称 池田リハビリテーション病院 

所在地 黒部市荻生 821番地 
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富山県告示第435号 

   都市計画事業の事業計画の変更認可について 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第１項の規定により都市計画事業の 

事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の 

規定により、次のとおり告示する。 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 施行者の名称 

  氷見市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  氷見都市計画下水道事業 

  氷見公共下水道 

３ 事業地 

 ⑴ 収用の部分 

   変更なし 

 ⑵ 使用の部分 

   変更なし 

４ 事業施行期間 

  昭和51年３月19日から 

  平成37年３月31日まで 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公     告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

特定非営利活動法人の定款変更認証の申請 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定による特定非 

営利活動法人の定款変更認証の申請があったので、同条第５項において準用する同

法第10条第２項の規定により次のとおり公告する。 

  平成30年10月12日 

                    富山県知事 石  井    一  
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１ 申請のあった年月日 

平成30年８月22日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

特定非営利活動法人笑顔スポーツ学園 

３ 代表者の氏名 

小川 耕平 

４ 主たる事務所の所在地 

  富山県富山市坂本1946番地１ 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、広く市民に対して、スポーツ活動推進支援に関する事業を行い、 

 人々が心身ともに健康でいつまでも笑顔でいきいきとした生活を送るための支援 

 をすることを目的とする。 
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